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社長が入れる 
労災保険のことなら 

「葛城経営研究会」 

詳しくは、 
06-6224-0480 まで！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 労務スケジュール 

・労働保険年度更新準備 
（7 月 11 日が期限） 
 

ゴールデンウィークはい
かがお過ごしでしたか？ 
私は今回は遠出することも
なく、家でゆっくりしてい
ました。 
日中から野球を見ながら家
でゆっくりできる機会もあ
まりなかったので個人的に
は満足しています。 
盆休みや来年のゴールデン
ウィークはどこかに遠出で
きればいいなと思っていま
す。 
どこかいい場所があれば教
えてください！ 
（木下） 

【厚生労働省より】 
 

2022 年 10 月から段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化
され、社会保険料の負担が変わります。 
 
人材開発支援助成金（特別育成訓練コース）は、正社員経験の少ないパートやアルバ
イトなどの有期契約労働者等の正社員転換又は処遇改善を目的として、事業主が、有
期契約労働者に対して、計画に沿って訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中
の賃金の一部等を助成する制度です。 

令和 5 年４月１日から中小企業の月６０時間超の時間外労働に対する割増賃金率が 
５０％になります。 
 
 

新たな加入対象者は、下記の条件を全て満たすパート・アルバイトの方です。 

・週の所定労働時間が 20 時間以上 

・2 か月を超える雇用が見込まれること 

・月額賃金が 8.8 万円以上 

・学生ではない 

▮令和5年4月1日～ 月60時間を超える時間外労働の割
増賃金率の引き上げ 

▮令和 4年 10 月～ 社会保険の適用拡大 

代替休暇の付与が可能 
割増賃金率の引き上げ分（25％）の支払いに代えて代替休暇（有休）を与えることが
できます。 

社内イントラや
メール等を活用
し、周知に努め
ましょう！ 
 
 

 


